
朝霞市条例第２４号 

朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例 

　朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例（平成５年朝霞市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第９条及び第１０条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

第１３条中「４０５円９９銭」を「５８６円８８銭」に、「２３万７，１８

８円」を「３１万６，２５０円」に改める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙

運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以

後その期日を告示される選挙から適用する。


